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平成21年12月10日 

財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度市町村市町村市町村市町村からのからのからのからの引引引引きききき取取取取りりりり品質品質品質品質ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（紙製容器包装紙製容器包装紙製容器包装紙製容器包装））））    

  このガイドラインは、再商品化事業者が分別基準適合物の再生処理にあたり、市町村から引き取る際

の品質の目標を示します。平成22年度については、下記の基準を用います。 

1. 引き取り形態 

分別基準にあるとおり、結束又は圧縮されているものです。 

なお、結束の場合、かさ張る紙箱等は潰して平板としてください。 

また、少量の場合にはフレコンによる引き取りも行います。 

 

２．品質基準（目標） 

項目 目標 備考 

１） 水分 

 

 

 

 

２） 食品残渣 

 

 

 

３） 紙製容器包装以外の紙類 

 

 

４） 紙製容器包装で再商品化  

義務の対象外の容器包装 

 

 

５）その他異物 

１２％以下  ※１ 

 

 

 

 

付着していないこと 

※２

 

 

混入１０％以下 

 

 

原則として混入していな

いこと 

 

 

混入していないこと 

水分を測定する必要はないが、収

集・保管時に水にできるだけぬら

さないようにすることにより対

応する。 

 

食品残渣が除去されず付着して

いるものが混入しないようにす

る。 

 

チラシ、雑誌、新聞等の紙類が混

入しないようにする 

 

段ボール及び飲料用紙容器（アル

ミなし）が混入しないようにする 

 

プラスチック類、金属類、陶磁器、

石類、ガラス、木片、布繊維等の

異物が混入しないようにする 

※１．古紙標準品質規格表に準拠 

※２．分別基準の運用方針では食品残渣等有機物の取り扱いとして「保管時の衛生対策から食品残渣 

等の付着がないよう洗浄及び拭き取る等で容易に付着物を除去できるものについては、付着物 

を除去した後に排出するとともに、付着物により汚れているものについては排出しないよう住 

民を指導されたい。」とあります。 

 

以上 
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